
別
表
第
三
第
二
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
七

関
税
率
表
第
四
四
〇
九
・
二
一
号
の
一
又
は
第
四
四
二
一
・
九
〇
号
の
一
に
掲
げ

る
物
品

〇
・
六

別
表
第
三
第
四
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
三

関
税
率
表
第
五
四
〇
二
・
二
〇
号
の
二
の
^

、第
五
四
〇
二
・
三
三
号
の
二
の
^

、

第
五
四
〇
二
・
四
六
号
の
二
の
^

、
第
五
四
〇
二
・
四
七
号
の
二
の
^

、
第
五
四

〇
二
・
五
二
号
の
二
の
^

又
は
第
五
四
〇
二
・
六
二
号
の
二
の
^

に
掲
げ
る
物
品

〇
・
六

関
税
率
表
第
五
四
〇
二
・
四
四
号
の
二
の
_

に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
も
の

別
表
第
三
第
五
四
項
中
「
関
税
率
表
第
六
二
〇
九
・
一
〇
号
の
二
の
_

に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

附
属
品

」
を
削
る
。

別
表
第
四
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

関
税
率
表
第
四
四
一
二
・
一
〇
号
の
一
、
第
四
四
一
二
・
三
一
号
、
第
四
四
一
二
・
三
二
号
又

は
第
四
四
一
二
・
三
九
号
に
掲
げ
る
物
品

別
表
第
五
第
二
項
中

「
関
税
率
表
第
〇
三
〇
四
・
一
〇
号
の
二
の
_

に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

ま
ぐ
ろ（
ト
ゥ
ヌ
ス
属
の
も
の
）、
か
じ
き（
ま
か
じ
き
科
又
は
め
か
じ
き
科
の
も
の
）

び
め
ろ
（
デ
ィ
ソ
ス
テ
ィ
ク
ス
属
の
も
の
）
以
外
の
も
の

関
税
率
表
第
〇
三
〇
四
・
二
〇
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

バ
ラ
ク
ー
タ
（
か
ま
す
科
又
は
く
ろ
た
ち
か
ま
す
科
の
も
の
）、
キ
ン
グ
ク
リ
ッ
プ
、

い
及
び
さ
め

た及
」

を
「
関
税
率
表
第
〇
三
〇
四
・
一
九
号
の
二
の
_

に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

バ
ラ
ク
ー
タ
（
か
ま
す
科
又
は
く
ろ
た
ち
か
ま
す
科
の
も
の
）、
キ
ン
グ
ク
リ
ッ
プ
、

た
い
及
び
さ
め

関
税
率
表
第
〇
三
〇
四
・
二
九
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

ま
ぐ
ろ
（
ト
ゥ
ヌ
ス
属
の
も
の
）
及
び
か
じ
き
（
ま
か
じ
き
科
の
も
の
）
以
外
の
も
の
」 に

改
め
る
。

別
表
第
五
第
二
六
項
中
「
、
第
六
二
〇
九
・
一
〇
号
の
二
の
^

」
及
び
「
関
税
率
表
第
六
二
〇
九
・
一
〇
号
の

附
属
品
以
外
の
も
の

二
の
_

に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

」
を
削
る
。
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別
表
第
三
第
一
四
項
中
「
関
税
率
表
」
の
下
に
「
第
三
〇
〇
六
・
九
一
号
及
び
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
第
一
八
項
中
「
第
四
二
〇
五
・
〇
〇
号
」
を
「
第
四
二
〇
五
・
〇
〇
号
の
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
二
三
項
中
「
第
四
四
〇
九
・
二
〇
号
の
三
の
^

」
を
「
第
四
四
〇
九
・
二
九
号
の
三
の
^

」
に
改
め

る
。別

表
第
三
第
二
九
項
中
「
、
第
四
四
一
二
・
二
二
号
、
第
四
四
一
二
・
二
三
号
、
第
四
四
一
二
・
二
九
号
、
第
四

四
一
二
・
九
二
号
、
第
四
四
一
二
・
九
三
号
」
を
「
、
第
四
四
一
二
・
一
〇
号
の
二
、
第
四
四
一
二
・
九
四
号
」
に

改
め
る
。

別
表
第
三
第
三
三
項
中
「
第
四
四
一
二
・
一
三
号
、
第
四
四
一
二
・
一
四
号
及
び
第
四
四
一
二
・
一
九
号
」を「
第

四
四
一
二
・
一
〇
号
の
一
、
第
四
四
一
二
・
三
一
号
、
第
四
四
一
二
・
三
二
号
及
び
第
四
四
一
二
・
三
九
号
」
に
改

め
る
。

別
表
第
三
第
三
四
項
中
「
第
四
六
〇
二
・
一
〇
号
の
一
又
は
二
」
を
「
第
四
六
〇
二
・
一
一
号
、
第
四
六
〇
二
・

一
二
号
又
は
第
四
六
〇
二
・
一
九
号
の
一
」
に
、「
第
四
六
〇
二
・
一
〇
号
の
三
」
を「
第
四
六
〇
二
・
一
九
号
の
二
」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
三
六
項
中
「
第
五
八
〇
三
・
九
〇
号
の
一
の
^

」
を
「
第
五
八
〇
三
・
〇
〇
号
の
二
の
^

」
に
改
め

る
。別

表
第
三
第
四
一
項
中
「
第
五
八
〇
三
・
一
〇
号
」
を
「
第
五
八
〇
三
・
〇
〇
号
の
一
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
四
五
項
中
「
第
五
六
〇
四
・
二
〇
号
の
二
の
_

又
は
第
五
六
〇
四
・
九
〇
号
の
二
」
を
「
第
五
六
〇

四
・
九
〇
号
の
一
の
_

の
Ｂ
又
は
三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
四
八
項
中
「
第
五
六
〇
七
・
九
〇
号
」
を
「
第
五
六
〇
七
・
九
〇
号
の
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
五
〇
項
中
「
第
五
七
〇
二
・
五
一
号
、
第
五
七
〇
二
・
五
二
号
、
第
五
七
〇
二
・
五
九
号
」
を
「
第

五
七
〇
二
・
五
〇
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
五
二
項
中
「
第
六
〇
〇
二
・
九
〇
号
」
を
「
第
三
〇
〇
六
・
一
〇
号
の
二
の
_

、
第
六
〇
〇
二
・
九

〇
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
五
三
項
中
「
第
六
二
〇
九
・
一
〇
号
の
一
、」を
削
る
。

別
表
第
三
第
五
八
項
中
「
、
第
六
三
〇
二
・
五
二
号
」
及
び
「
、
第
六
三
〇
二
・
九
二
号
」
を
削
る
。

別
表
第
三
第
七
一
項
中
「
第
七
四
〇
七
・
二
九
号
」
を
「
第
七
四
〇
七
・
二
九
号
の
二
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
七
七
項
中
「
、
第
八
一
一
二
・
四
〇
号
」
を
削
る
。

別
表
第
四
第
五
項
中
「
関
税
率
表
第
四
三
〇
二
・
一
三
号
に
掲
げ
る
物
品
」
を
削
る
。

別
表
第
五
第
一
一
項
中
「
第
一
三
〇
二
・
一
四
号
の
一
、
第
一
三
〇
二
・
一
九
号
の
一
若
し
く
は
二
の
`

の
Ａ
」

を
「
第
一
三
〇
二
・
一
九
号
の
一
、
二
の
^

若
し
く
は
三
の
`

の
Ａ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
第
一
六
項
中
「
第
二
〇
〇
五
・
九
〇
号
の
一
の
_

若
し
く
は
二
の
b

の
Ａ
の
æ
」
を
「
第
二
〇
〇
五
・

九
一
号
の
一
、
第
二
〇
〇
五
・
九
九
号
の
一
の
_

若
し
く
は
二
の
a

の
Ａ
の
æ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
第
二
一
項
中
「
第
四
六
〇
一
・
二
〇
号
の
一
又
は
第
四
六
〇
一
・
九
一
号
の
三
の
^

」
を
「
第
四
六
〇

一
・
二
九
号
の
一
又
は
第
四
六
〇
一
・
九
四
号
の
三
の
^

」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
第
二
三
項
中
「
、
第
五
二
一
〇
・
一
二
号
」、「
、
第
五
二
一
〇
・
二
二
号
」
及
び
「
、
第
五
二
一
〇
・

四
二
号
」
を
削
り
、「
、
第
五
二
一
一
・
二
一
号
、
第
五
二
一
一
・
二
二
号
、
第
五
二
一
一
・
二
九
号
」
を
「
、
第
五

二
一
一
・
二
〇
号
」
に
改
め
、「
、
第
五
二
〇
八
・
五
三
号
」
及
び
「
、
第
五
二
一
〇
・
五
二
号
の
一
、
二
若
し
く
は

三
」
を
削
る
。

別
表
第
五
第
二
四
項
中
「
第
五
八
〇
三
・
九
〇
号
の
一
の
_

」
を
「
第
五
八
〇
三
・
〇
〇
号
の
二
の
_

」
に
改
め

る
。別

表
第
五
第
二
七
項
中
「
、
第
六
三
〇
三
・
一
一
号
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
二
条
の
規
定
並
び
に
第
五
条
中
関
税
法
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
五

条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
章
中
第
六
十
七
条
の
前
に
節
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
七
条
の
二

の
次
に
節
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
七
条
の
十
二
の
次
に
節
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十

九
条
の
次
に
一
節
及
び
節
名
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
一
条
の
次
に
節
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
法

第
七
十
四
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
節
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の

次
に
節
名
を
付
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
十
一
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九

十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
章
中
第
百
九
条
の
前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
九
条
の
改
正
規

定
、
同
法
第
百
九
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
二
条
の
改
正
規
定
、同
法
第
百
十
三
条
の
四
の
改
正
規
定
、

同
法
第
百
十
七
条
の
改
正
規
定（「
第
百
九
条
」
を
「
第
百
八
条
の
四
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
禁
制
品
を
輸
入
す
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